
独立行政法人酒類総合研究所 令和４年度計画の新旧対照表 

 

令和４年度計画を次のとおり変更しました。（令和５年２月 28 日付 財務大臣届出） 

 

変更後 変更前 
４ その他業務運営に関する重要事項 
 ⑴ （略） 
 ⑵ 施設及び設備に関する計画 
   施設及び設備の改修は【別表４】のとおり計画的に実施する。 
 ⑶～⑸ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ その他業務運営に関する重要事項 

 ⑴ （略） 
 ⑵ 施設及び設備に関する計画 

   施設及び設備の改修は計画的に実施する。 

⑶～⑸ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



変更後 変更前 

【別表１】 
令和４年度予算（単位：百万円） 

区  別         金  額 

収入 

運営費交付金       １，０１１ 

施設整備費補助金       １０３ 

受託収入             ２０ 

その他収入           ５０ 

 計          １，１８４ 

 

支出 

業務経費            ３８２ 

一般管理費            ２３４ 

人件費              ４４６ 

施設整備費                   １０３ 

受託費用             ２０ 

  計           １，１８４ 

 
 （中略） 
 
 
 
 
 
 

【別表１】 
令和４年度予算（単位：百万円） 

区  別         金  額 

収入 

運営費交付金       １，０１１ 

（新規）          （新規） 

受託収入             ２０ 

その他収入           ５０ 

 計          １，０８１ 

 

支出 

業務経費            ３８２ 

一般管理費            ２３４ 

人件費              ４４６ 

（新規）                   （新規） 

受託費用             ２０ 

  計           １，０８１ 

 
 （中略） 
 



変更後 変更前 
【別表３】 

令和４年度資金計画（単位：百万円） 

区  別            金  額 

資金支出             １，１８４ 

 業務活動による支出         ９７９ 

 投資活動による支出             ２０５ 

 財務活動による支出             ０ 

 次期中期目標期間への繰越金         ０ 

 

資金収入            １，１８４ 

 業務活動による収入     １，０８１ 

  運営費交付金収入       １，０１１ 

  受託収入                ２０ 

  その他収入              ５０ 

投資活動による収入        １０３ 

 施設整備費による収入      １０３ 

  その他の収入              ０ 

財務活動による収入            ０ 

 

（注） 各欄積算金額の合計と合計欄の数字は、端数処理（単位未満四捨五

入）の関係で一致しない場合がある。 
 
 
 
 

【別表３】 

令和４年度資金計画（単位：百万円） 

区  別            金  額 

資金支出             １，０８１ 

 業務活動による支出         ９７９ 

 投資活動による支出             １０２ 

 財務活動による支出             ０ 

 次期中期目標期間への繰越金         ０ 

 

資金収入            １，０８１ 

 業務活動による収入     １，０８１ 

  運営費交付金収入       １，０１１ 

  受託収入                ２０ 

  その他収入              ５０ 

投資活動による収入          ０ 

  施設による収入              ０ 

  その他の収入              ０ 

財務活動による収入            ０ 

 

（注） 各欄積算金額の合計と合計欄の数字は、端数処理（単位未満四捨五

入）の関係で一致しない場合がある。 
 



変更後 変更前 
【別表４】 
施設及び設備の改修に関する計画 
施設・設備の内容  予定額   財 源 
         （百万円）     
施設整備                43      施設整備費補助金 
設備整備                60   施設整備費補助金 
 
（注）上記のほか、業務の実施状況の緊急性、重要性及び老朽度合の進捗度

等を勘案して、施設・設備の整備等をすることとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新規） 

 

 


